
1 

 

＜追補＞駆除事業に係る手順と提出（報告）書類について 

2024 年 9 月 13 日  

水産業・漁村活性化推進機構  

 

手引きでは交付決定後の手順や報告に係る提出書類について分かりづらい
点がありましたので、以下に順を追って整理します。なお、手引きの基の規程「実
施細則」（HP 掲載）には基本的事項が明記されているので、必ず目を通し
ておいてください。 
 
１．駆除実施前  【事業実施機関の手順・提出書類】  
① 駆除計画に基づき漁業者と駆除日程 を決め、駆除漁具の確認など実施の準備を始

める。（自治体・水試と連携）      ④へ 

② 漁業者（事業実施者）に用船と駆除を実施するための契約を交わす。 

大型クラゲ洋上駆除請負契約書（＝用船契約）  

（定置網の例）     HP からダウンロード(ﾌｧｲﾙ 03-1-1～03-1-3) 

. 

. 

. 
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③ 契約書に添える乗員作業員の名簿を提出してもらう。  

     HP からダウンロード（ﾌｧｲﾙ 03-2）  

    ※項目のうち駆除活動実施日を契約書の駆除活動期間に修正のこと。 

    ※名簿例：変更があれば適宜差し替える。 

 

④ 駆除漁具の購入         手引き（その 2）を参照  

〇  定置網漁業の場合は、申請前に確認していた駆除漁具（専用の長柄鈎・鎌など）

を事業実施機関の方で業者に発注し購入。漁業者に配布する。 

※管理台帳：配布先と漁具種類と数量 を記録し、事業終了後に消耗状況を確

認する。確認のため配布前か配布先で写真を撮っておく。 

※証憑類：見積書、納品書、請求書、領収書 、駆除漁具の写真  

〇  底曳網漁業の場合は、専用の駆除網（認定漁具）の保有状況を把握し、保管

していれば使用の可不可を漁業者や水試などと確認する。使用不可と判断され購入

を検討する場合は、水漁機構に相談。水漁機構が製作メーカーに問い合わせる。 

  

⑤ 漁業者に駆除日誌や駆除記録写真の説明をする。      手引き（その 2）を参照  

   ※安全対策の周知・徹底を忘れずに。 

 

⑥ 駆除開始報告書を提出し、漁業者に計画に基づき駆除開始を指示する。 

 管轄する沿岸 ・ 沖 合 漁場 での出現及び被害状況、近隣府県 や下流の海域などの

出現・被害状況などを参考に、駆除開始の判断を道府県水産課、水産試験場と連

携して協議し、定置網及び底曳網における出動基準等の判断基準を基に駆除開始

報告書を水漁機構及び漁業情報サービスセンターに提出する。 

※水試等から駆除開始の必要性等の事由についてコメントを記載してもらう。 
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    HP からダウンロード（ﾌｧｲﾙ 02-4）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦ 改良漁具（大型クラゲ駆除効果促進ネット）の導入検討から導入後まで 

     規程「実施細則」Ⅰの 1（HP 掲載）、手引き（その 2）を参照  

     導入の手順を HP の「改良漁具（大型クラゲ駆除効果促進ネット）および底

曳網用大型クラゲ駆除網について」にも掲載  

・過去に改良漁具を導入した漁業者に対しては、現在の保有状況を確認する。保有す

る改良漁具の使用可不可を確認する。 

・ 改 良 漁 具 の新 規 導 入 の要 望 の有 無 を確 認 する。同 時 に改 良 漁 具 の製 作 を漁 業 者

自作か業者希望かどうかも確認する。 

・ 確 認 に際 し、助 成 対 象 （ 改 良 部 分 の網 地 代 +構 成 部 品 （ 副 資 材 ） 代 +加 工 賃 ）

について説 明をし、改 良 部 分 に係 る費用が、１ /２ 自 己 負 担であること、事 業 実 施機

関が所有者であり、漁業者には貸借契約をもって貸与すること等を説明し、確認を取っ

ておく。 

＜注意＞  既存の改良漁具を新たに改良を施して使用可能期間を延長させ、または

価値を増加させるものである場合も新規導 入と同じく、助成対象 となる改良に係 る

経費が導入経費となり、１/２補助率となります。 

・要 望があった場合、漁業 種別に要 望状 況 （ 予定 数量 、導 入 予定 者 リストアップ） を

取りまとめ、水漁機構に提出する。 
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・製 網 業 者 に既存 網 の改良 をお願いする場 合、参考 見 積 と納 期 、改 良 部 分 を図 化 し

た図面を確認する。（参考見積は業者選定の判断基準になる。）  

・大 型 クラゲ出現 期 間 または年度 内 に納 品可 能 であれば、三 者の見 積合 わせまたは入

札により製網 業 者 を決定 する。見 積には改良 漁 具 の納期 、網 地及 び構 成部 品 （ 副

資材）の各規格、各単価と積算金額、加工賃を明記してもらう。 

なお、新 網 で改 良 を施 す場 合の加工 賃 は、改 良に要する工 賃 のみ積 算してもらう。

副資材には汎用性の高い消耗品（ハサミ、網針等）は含まないこと。 

・水漁機構に申請書に見積書・図面を添付して提出。 

※新 たに事 業 の申 請 手 続 きをする場 合 、または計 画 変 更 をする場 合 は、申 請 書 案

（漁業種類、導入予定者、改良漁具名称、経費内訳）を作成し、水漁機構に

提出する。 

・交付決定後に業者へ発注。納品時に導入漁業者の立会の下で検収を必ず行って不

具 合がなければ検収 ・ 受 領書 を発行 。組合 は請求 書 を受け取 ったら支 払い、領収 書

を受け取る。 

・貸借契約を交わす前に 1/2 自己負担分について導入漁業者と支払条件を決める。

（支払方法と支払額：一括、分割等）ただし、消費税分は組合負担となる。 

（注）組合が税込購入、その消費税は組合負担とし、助成金 1/2 以外の自己負

担分について導入漁業者と取り決めること。 

・組合と導入漁業者とで貸借契約（上記貼 り付け部分を参照） を交わす。支払条件

や支払方法等についても両者間でトラブルがないようにしておくこと。 

・補助事業の場合、50 万円以上の取得物は財産管理台帳と管理規程が必要なので、

事業用に整備すること。本事業では補助金で取得した漁具・漁網は、組合所有物とし

て取得年月日より減価償却期間の 3 年間は処分制限がある。処分制限解除後は、

導入漁業者に譲渡することができるので、譲渡書等で所有権を明確にすること。 

【導入後】：契約書 と財産管理台帳と物品管理規程、証憑類 の見積書、納品書、

検収・受領書、請求書、振込票、領収書 の各写し、写真がそろい次第、

水漁機構に概算払または精算請求を、所定様式にて水漁機構 に提出

する。 
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２．駆除実施  【漁業者（事業実施者）】実施手順と提出書類  
※駆 除 日 誌 の記 載 事 項 （ 開 始 及 び終 了 時 間 、クラゲの大 きさ別 の駆 除 個 体 数 ） を

事前に把握しておいてください。 

① 漁業者は、駆除を実施する際に事業実施機関に実施する旨を連絡する。 

② 出港前に全員写真、船の写真（船名、漁船登録番号がわかる写真）を撮影する。

（なお、夜間で撮影し難い場合は、帰港時の明るい時でも良いことにします）  

③ 出港前にはライフジャケットなど安全対策、クラゲの飛沫防止策を確認する。 

④ 駆除は、駆除漁具を使ってクラゲの傘部分を傷つけ網外に排出する。 

⑤ 作業時の写真、大型クラゲの写真を撮影する。 

⑥ 駆除終了後は、事業実施機関に終了した旨を連絡する。 

⑦  駆 除 日 誌 、駆 除 出 動 実 績 表 （ 洋 上 駆 除 作 業 者 対 応 表 （ 月 別 ） ） を毎 日 記

入して作成し、写真を整理する。 

⑧  作 成 した駆 除 日 誌 は出 動 毎 に速 やかに事 業 実 施 機 関 に写 真 と一 緒 に提 出 する

（提出方法は両者で決めておく）・・・事業実施機関は入網状況、被害状況 を水

試等に情報提供する。 

     HP からダウンロード（ﾌｧｲﾙ 02-5-1,02-6-1）  

駆除日誌（記入例）  上：定置網用   下：底曳網用  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（底びき網用）

■■■漁業協同組合

船名／船主名 漁船登録番号 所属漁協 出入港名 出港日時 帰港日時

○○丸
≪船主名≫
△△丸

≪船主名≫

駆除年月日 作業開始時間 曳網開始時間 曳網開始位置 曳網終了時間 曳網終了位置
曳網距離
（マイル）

作業終了時間 天候・海況

大型クラゲの目視状況
①傘の大きさ　ｃｍ～ｃｍ
②方舷通過尾数　　尾/2
分間（航行速度　　ノット）

事業実施機関

備考

監視船：○○丸(YSO-OOOO)

令和○年度　大型クラゲ駆除日誌

○○年○○月○○日

使用駆除漁具　網口サイズ
（縦　ｍ　×　横　ｍ)

横２０ｍ　×　縦１０ｍ
（５㌧漁船用駆除網）

9月27日８：００ 9月27日１7：００
YSO-OOOO

晴天、
風速０．１M、
波高０．２M

①傘　５０～１００ｃｍ
②５尾/２分
航行速度２．５ノット

北緯OO度OO分OO秒
東経OO度OO分OO秒

１７．５マイル 16時30分16時30分○年○月○日 8時30分 9時00分
北緯OO度OO分OO秒
東経OO度OO分OO秒

YSO-OOOO

□□漁協

□□漁協

□□港

同上

記入例

○○○水産　（□□□漁協）

1 大型クラゲの来襲状況

① 海況・気象の状況 曇・波１ｍ

② 来襲場所 ○○市　△△沖

③ 大型クラゲの来襲量 傘径 小（～30CM) 個

中（30～50CM) 個

大（50CM～） ７００個

2 駆除活動の対応

① 作業立会い者 （公的機関：水試、普及員、市町村、漁連、漁協）　≪氏名≫　○○　○○

② 作業従事者 ≪代表者氏名≫ ○○　○○ 他１０名

3 作業の内容
駆除海域 船名 トン数 作業終了日時 クラゲ駆除個体数 備考

　○○月○○日
５：００

漁船所有者

７００個
　○○月○○日

１０：００

事業実施機関 ■■■漁業協同組合

100ｃｍの個体
が占める

作業開始日時

令和○年度　大型クラゲ駆除日誌

駆除作業者　

　

　 ≪所有者名≫
○○市　△△沖

合

○○年○○月○○日

○○丸 12

記入例



6 

 

⑨ 全終了 後には、駆除出動実績表（ 洋上駆除作業者対応表（月別） ）を事業

実施機関に提出する。 

洋上駆除作業者対応表（月別）が駆除出動実績表になる。 

 

定置網記入例     HP からダウンロード（ﾌｧｲﾙ 02-5-2）  

 

 

小型底曳網記入例     HP からダウンロード（ﾌｧｲﾙ 02-6-2）  

 

  

令和●年度大型クラゲ緊急対策事業 洋上駆除作業者対応表 8 月 31 日

事業実施機関名： 水漁水産（株）

大型定置 神田明神定置

〇 ※大型定置出動基準500個体以上 第1神田明神丸

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合計

水漁大吉 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 7

水漁花丸 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 7

大漁太郎 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 7

大漁旗夫 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 7

一心太助 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 7

目出鯛蔵 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 7

A 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 7

B 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 7

C 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 7

D 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 7

AB 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 7

AO 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 7

BB 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 7

CC 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 7

合計 0 0 0 0 0 7 0 0 14 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 14 0 14 0 0 0 14 0 14 0 98

船名：

定置漁場名：

経営体名：

定置種類：

作

業

者

名

8月

令和●年度大型クラゲ緊急対策事業 洋上駆除作業者対応表 8 月 31 日

事業実施機関名： 水漁（有）

小型底曳網 曳船1 第1神田不動丸

〇 ※定置網出動基準を超えているため出動 曳船2 第8靖国丸

※小型底曳網出動基準20個体以上/1日操業を超えているため出動 警戒船 第5大漁丸

船名 8月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合計

大漁太郎 〇 〇 〇 〇 〇 〇 6

大漁大吉 〇 〇 〇 〇 〇 〇 6

大漁花丸 〇 〇 〇 〇 〇 〇 6

A 〇 〇 〇 〇 〇 〇 6

計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 4 24

一心太助 〇 〇 〇 〇 〇 〇 6

目出鯛蔵 〇 〇 〇 〇 〇 〇 6

B 〇 〇 〇 〇 〇 〇 6

B 〇 〇 〇 〇 〇 〇 6

計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 4 24

大漁旗夫 〇 〇 〇 〇 〇 〇 6

大漁旗子 〇 〇 〇 〇 〇 〇 6

計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 2 12

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 10 60

経営体名：

第

1

第

8

合計

船名：

第

5

船名：

船名：
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３．駆除終了後の報告：【事業実施機関】取りまとめと提出書類  
 

① 定置漁業 者 から受 け取 った駆除日誌 、写真、月 別 に駆除 実績表 （ 洋上 駆除 作業

者対応表（月別））を漁業者ごとに整理しておく。 

② 定置網での駆除 実績 については、駆除 日誌 を漁 業者 ごとの駆除数 （個 体数 ） を集

計し駆除数実績表に入力して作成する。  

  ※底曳網での駆除数量自体が把握できないので、下記④記載 の洋上駆除（実績）

明細にまとめる。 

定置網の駆除数実績表      HP からダウンロード（ﾌｧｲﾙ 02-5-3）  

 

③ 写真及び駆除日誌、駆除実績表などを精査し、適正と認められたときは、用船料等の

金額を確定し速やかに漁業者にその金額と内容を提示し、用船料等の請求書を漁業

者に提出するよう指示する。請求書が受け取ったら、確認して支払を完了する。 

 

④ 計画申請に添付した経費内訳及び計 画明細表 を、実 績報 告用 として次のようにタイ

トルを変えて取りまとめる。実 績 報告 書に③の証憑 類 を添 付して、水漁 機 構 に提 出 す

る。    HP からダウンロード（ﾌｧｲﾙ 02-1 シートにあります）  

  〇経費内訳（実績）  

  〇大型クラゲ洋上駆除計画明細→大型クラゲ洋上駆除実績明細  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


